
　仙北市では、平成２９年７月２２日～２３日の豪雨災害で被災した農地

（水田や畑）や農業用施設（水路や農道等）について、補助金を交付し、

復旧を支援します。

　　

１．農地・農業施設災害復旧事業

農地への土砂流入、法面崩落、水路決壊、農道損壊、水路土砂堆積、

揚水機破損などの復旧費用の一部を補助します。

●市単独農地・農業施設災害復旧事業

対　象　：　復旧費用が～４０万円までの方

補助率　：　市補助金75%（上限30万円）・・・・自己負担25%

必要書類：　①被災位置図　②被災写真　③復旧写真

　　　　　　（施工前・施工中・完成）④復旧工事に係る領収書

●農地災害復旧事業

対　象　：　復旧費用が４０万円以上と見込まれるもの

補助率　：　農山村活性課へ問い合わせ下さい。

　　　　　　国の審査を受けるため、着工には、相当の時間を

　　　　　　要します。

【連絡先】

仙北市西木町上荒井字古堀田４７

仙北市役所西木庁舎　農林部　農山村活性課

農地・農業施設災害復旧事業
平成２９年７月２２日～２３日豪雨災害

※　該当が見込まれる場合は、市（農山村活性課）にご相談願います。
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